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埼
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五
百
二
十
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Ｗ
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Ｏ
に
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づ
く
政
府
調
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す
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適
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る
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、
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と
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る
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令
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七
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埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

  Secure Remote DESKTOPサービス提供業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課業務システム最適化推進担当 埼玉県さ

いたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和４年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ＡＧＳ株式会社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目３番25号 

５ 契約金額 

  1,000円（初期費用（ライセンス発行初月のみ）） 

  980円（月額費用） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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Ｏ
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１ 購入等件名及び数量 

住民基本台帳ネットワークシステムにおける埼玉県に係る都道府県ネットワー

クの監視及び保守に関する業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課住基ネット・マイナンバー担当 埼玉県

さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和４年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

地方公共団体情報システム機構 東京都千代田区一番町25番地 

５ 契約金額 

  100,257,630円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第１号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  電子入札共同システム運用管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部入札審査課システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和４年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 

５ 契約金額 

  45,508,799円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  新型コロナウイルス感染症に関するテレビスポットＣＭの制作・放送業務委託 

  一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県民生活部広報課テレビ・ラジオ・広報紙担当 埼玉県さいたま市浦和

区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和４年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社テレビ埼玉 埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目36番４号 

５ 契約金額 

  39,512,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１ 

項第１号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  さいたま新産業拠点（ＳＫＩＰシティ）Ａ２街区共用部維持管理業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課映像コンテンツ担当 埼玉県さい

たま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和４年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社デジタルスキップステーション 埼玉県川口市上青木３丁目12番63号 

５ 契約金額  

  503,195,000 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11条第１

項第１号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  さいたま新産業拠点（ＳＫＩＰシティ）Ａ２街区専有部維持管理業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課映像コンテンツ担当 埼玉県さい

たま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和４年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社デジタルスキップステーション 埼玉県川口市上青木３丁目12番63号 

５ 契約金額  

  92,796,000 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11条第１

項第１号に該当 
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１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県彩の国ビジュアルプラザの運営業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課映像コンテンツ担当 埼玉県さい

たま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

   令和４年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社デジタルスキップステーション 埼玉県川口市上青木３丁目12番63号  

５ 契約金額 

  531,157,000 円  

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第１号に該当 
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施
設
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埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
三
丁
目
十
二
番
六

十
三
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株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ッ
プ
ス

テ
ー
シ
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代
表
取
締
役
社
長 

粟
生
田

邦
夫 
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を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種
及
び
科
目 

 

イ 

免
許
職
種 

 
 

 

全
職
種 

 

ロ 

試
験
科
目 

 
 

 

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
（
職
業
訓
練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、
生
活 

 
 

指
導
及
び
職
業
訓
練
関
係
法
規
） 

二 

受
験
資
格 

 

イ 

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
者
と
す
る
。 

 
 

⑴ 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者 

 
 
 
 

⑵ 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
四
十 

 
 

 

五
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
又
は
同
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か 

 
 

 

に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
を
免
除
さ 

 
 

 

れ
た
も
の 

 

ロ 

イ
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け 

 
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

⑴ 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

 
 

⑵ 

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な 

 
 

 

い
者 

三 

試
験
期
日 

 
 

令
和
四
年
七
月
三
十
日
（
土
） 

四 

試
験
会
場 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
七
丁
目
五
番
十
四
号 

 
 

さ
い
た
ま
共
済
会
館 

五 

受
験
申
請
の
手
続 

 

イ 

提
出
書
類 

 
 

⑴ 

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
（
受
験
票
に
六
十
三
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
り
付 

 
 

 

け
る
こ
と
。
） 

 
 

⑵ 

履
歴
書 



郵 
 

送 

持 
 

参 

提
出
方
法 

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三
〇
一 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課
総
務
・
職
業
訓
練
推
進
担
当 

令
和
四
年
六
月
六
日
（
月
）
か
ら
七
月
一
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
を
有
効
と
す
る
。
な
お
、
郵
送
方
法
は
必
ず
簡
易
書
留
と
す
る
こ
と
。 

埼
玉
県
産
業
人
材
育
成
課
総
務
・
職
業
訓
練
推
進
担
当 

令
和
四
年
六
月
六
日
（
月
）
か
ら
七
月
一
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
五
時
ま
で 

な
お
持
参
す
る
前
に
電
話
で
予
約
す
る
こ
と
。 

受
付
場
所
及
び
提
出
日
時
等 

 

 
 

⑶ 

受
験
資
格
を
証
明
す
る
書
類 

 
 

⑷ 

写
真
（
申
請
日
前
六
月
以
内
に
正
面
上
半
身
を
無
帽
で
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト 

 
 

 

ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
も
の
。
裏
面
に
氏
名
及
び
受
験
職
種
を
記
入
す 

 
 

 
る
こ
と
。
）
二
枚 

 
 

⑸ 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
の
免
除
を
受
け 

 
 

 

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
免
除
資
格
の
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類 

 
 

⑹ 

長
形
三
号
（
長
さ
二
十
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
封 

 
 

 

筒
（
受
験
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
郵
便
番
号
を
記
載
し
、
八
十
四
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼 

 
 

 

り
付
け
る
こ
と
。
）
一
通 

 

ロ 

提
出
方
法
等 

 
 

         

六 

試
験
手
数
料
の
金
額
及
び
納
付
方
法 

 

イ 

試
験
手
数
料
の
金
額 

 
 

 

三
千
百
円
。
た
だ
し
、
指
導
方
法
そ
の
も
の
が
免
除
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
試
験
手
数 

 
 

料
は
不
要
と
す
る
。 

 

ロ 

納
付
方
法 

 
 

 

三
千
百
円
分
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
に
貼
り
付
け
て 

 
 

納
付
す
る
こ
と
。 

七 

合
格
発
表 

 
 

令
和
四
年
八
月
十
九
日
（
金
）
か
ら
八
月
二
十
五
日
（
木
）
ま
で
埼
玉
県
庁 

 
 

本
庁
舎
一
階
南
側
玄
関
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
受
験
者
に
通
知
す
る
。 

八 

そ
の
他 

 
 

イ 

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
及
び
履
歴
書
用
紙
は
、
埼
玉
県
産
業
労
働
部
産
業
人 

 
 

材
育
成
課
、
各
県
立
高
等
技
術
専
門
校
、
埼
玉
県
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
、
各
地
域
振 

 
 

興
セ
ン
タ
ー
及
び
埼
玉
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
お
い
て
配
布
す
る
。 

件     名 登録番号 変更年月日 

    年度職業訓練指導員試験の実施について   

 



 
 
 
 
 
 

な
お
、
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
返
信
用
封
筒
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ 

 
 
 
 

の
書
類
が
入
る
も
の
で
、
そ
の
表
に
送
り
先
を
明
記
し
、
百
四
十
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
り 

 
 
 
 

付
け
た
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。 

 
 

ロ 
試
験
に
関
し
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
左
記
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課
総
務
・
職
業
訓
練
推
進
担
当 

電
話
〇
四
八
（
八 

 
 

三
〇
）
四
五
九
八 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
九
―
九
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
松
伏
字
深
町
八
百
三
十
番
一
外
三
百
三
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

六
万
八
千
百
七
十
二
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

深
谷
東
松
山
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

東
松
山
市
大
字
石
橋
字
小
林
一
五

八
五
番
一
〇
地
先
か
ら 

東
松
山
市
大
字
上
野
本
字
円
光
寺

一
四
一
番
三
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
六
・
九
三
～
二
七
・
一
五 

一
六
・
四
三
～
二
七
・
一
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
二
二
・
三
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
十
一
号 

令
和
四
年
四
月
十
九
日
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
一
号
（
埼
玉
県
庄
和
浄
水
場
で
使
用
す
る

電
気
の
調
達
に
関
す
る
入
札
公
告
）
は
、
不
調
と
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

北 

島 

通 

次 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
五
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
四
年
六
月
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
令
和
四
年
六
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

地
方
産
業
教
育
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 

ハ 

そ
の
他 
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